
 

 

 

 

 

 

 

 第５８号議案 

 

 

文京区立図書館館則の一部を改正する規則 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  上記の議案を提出する。 

 

    令和２年１１月１０日 

 

                

 

提 出 者  文 京 区 教 育 委 員 会 

 

                 教 育 長  加藤 裕一 

 

 

 

 



1 

 

 

文
京
区
教
育
委
員
会
規
則
第
十
四
号 

文
京
区
立
図
書
館
館
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

文
京
区
立
図
書
館
館
則
（
昭
和
六
十
三
年
二
月
文
京
区
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
第
二
号
中
「
第
三
条
」
を
「
第
三
条
第
一
号
」
に
改
め
、
「
の
各
号
」
を
削
り
、
同
号
ア
中
「
行
政
資
料
」
の
下
に
「
を

い
う
。
」
を
加
え
、
「
及
び
そ
の
他
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
資
料
」
を
「
そ
の
他
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
資
料
を
い
う
。
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
そ

の
他
の
音
声
・
映
像
資
料
」
の
下
に
「
を
い
う
。
」
を
加
え
、
同
号
中
ウ
を
エ
と
し
、
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

ウ 

電
子
資
料
（
電
子
書
籍
そ
の
他
の
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
等
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
記
録
を
い
う
。
）

で
あ
っ
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
た
利
用
が
可
能
と
さ
れ
た
も
の
） 

第
五
条
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
電
子
資
料
の
利
用
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
教
育
長
が
別
に
定
め
る
。 

第
九
条
第
一
項
中
「
予
約
が
で
き
る
図
書
館
資
料
」
を
「
予
約
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
図
書
館
資
料
（
電
子
資
料
を
除
く
。
）
」

に
改
め
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
図
書
館
資
料
」
の
下
に
「
（
電
子
資
料
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。 

第
十
一
条
中
「
が
図
書
館
資
料
」
の
下
に
「
（
電
子
資
料
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。 

第
十
二
条
中
「
図
書
館
資
料
」
の
下
に
「
（
電
子
資
料
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。 

 

付 

則 

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
一
月
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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文
京
区
立
図
書
館
館
則
（
昭
和
六
十
三
年
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号
）
新
旧
対
照
表

 

改
正
後
（
案
）

 
現
行

 

○
文
京
区
立
図
書
館
館
則

 
○
文
京
区
立
図
書
館
館
則

 

昭
和
六
十
三
年
二
月
十
八
日

 
昭
和
六
十
三
年
二
月
十
八
日

 

文
教
委
規
則
第
六
号

 
文
教
委
規
則
第
六
号

 

（
略
）

 
（
略
）

 

令
和
二
年
十
一
月
十
日
文
教
委
規
則
第
十
四
号

 
（
新
設
）

 

第
一
条
（
略
）

 
第
一
条
（
略
）

 

（
定
義
）

 
（
定
義
）

 

第
二
条

 
こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 

第
二
条

 
こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 

一
（
略
）

 
一
（
略
）

 

二
 
図
書
館
資
料

 
図
書
館
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
三
条
第

一
号
に
規
定
す
る
図
書
館
資
料
で
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

 

二
 
図
書
館
資
料

 
図
書
館
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
三
条
に
規

定
す
る
図
書
館
資
料
で
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

 

ア
 
図
書
資
料
（
図
書
、
逐
次
刊
行
物
（
新
聞
、
雑
誌
、
月
報
、
年
報
、
諸
統

計
及
び
官
公
庁
発
行
の
行
政
資
料
を
い
う
。
）
及
び
特
殊
資
料
（
郷
土
資
料

そ
の
他
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
資
料
を
い
う
。
）
）

 

ア
 
図
書
資
料
（
図
書
、
逐
次
刊
行
物
（
新
聞
、
雑
誌
、
月
報
、
年
報
、
諸
統
計

及
び
官
公
庁
発
行
の
行
政
資
料
）
及
び
特
殊
資
料
（
郷
土
資
料
及
び
そ
の
他
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
資
料
）
）

 

イ
 
視
聴
覚
資
料
（
レ
コ
ー
ド
、
録
音
テ
ー
プ
、
ビ
デ
オ
テ
ー
プ
、

C
D
、

D
V

D

そ
の
他
の
音
声
・
映
像
資
料
を
い
う
。
）

 

イ
 
視
聴
覚
資
料
（
レ
コ
ー
ド
、
録
音
テ
ー
プ
、
ビ
デ
オ
テ
ー
プ
、

C
D
、

D
V

D
そ

の
他
の
音
声
・
映
像
資
料
）

 

ウ
 
電
子
資
料
（
電
子
書
籍
そ
の
他
の
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的

（
新
設
）
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方
式
等
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
記
録
を
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
を
通
じ
た
利
用
が
可
能
と
さ
れ
た
も
の
）

 

エ
 
そ
の
他
必
要
な
資
料

 
ウ

 
そ
の
他
必
要
な
資
料

 

三
（
略
）

 
三
（
略
）

 

第
三
条
～
第
四
条
（
略
）

 
第
三
条
～
第
四
条
（
略
）

 

（
図
書
館
資
料
の
利
用
）

 
（
図
書
館
資
料
の
利
用
）

 

第
五
条

 
図
書
館
資
料
は
、
全
て
館
内
及
び
館
外
利
用
に
供
す
る
こ
と
を
原
則
と
す

る
。
た
だ
し
、
館
長
は
、
館
内
及
び
館
外
利
用
が
不
適
当
と
認
め
た
図
書
館
資
料

に
つ
い
て
は
、
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

第
五
条

 
図
書
館
資
料
は
、
す
べ
て
館
内
及
び
館
外
利
用
に
供
す
る
こ
と
を
原
則
と
す

る
。
た
だ
し
、
館
長
は
、
館
内
及
び
館
外
利
用
が
不
適
当
と
認
め
た
図
書
館
資
料
に

つ
い
て
は
、
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

２
 
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
電
子
資
料
の
利
用
に
つ
い
て
必
要
な
事
項

は
、
教
育
長
が
別
に
定
め
る
。

 

（
新
設
）

 

第
六
条
～
第
八
条
（
略
）

 
第
六
条
～
第
八
条
（
略
）

 

（
個
人
貸
出
し
及
び
個
人
貸
出
し
の
予
約
）

 
（
個
人
貸
出
し
及
び
個
人
貸
出
し
の
予
約
）

 

第
九
条

 
貸
出
し
及
び
貸
出
し
の
予
約
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
図
書
館
資
料
（
電
子

資
料
を
除
く
。
）
の
点
数
（
利
用
者
一
人
が
全
て
の
館
を
通
じ
て
同
時
に
貸
出
し

を
受
け
、
又
は
貸
出
し
の
予
約
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
図
書
館
資
料
の
合
計
を
い

う
。
）
は
、
原
則
と
し
て
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

 

第
九
条

 
貸
出
し
及
び
貸
出
し
の
予
約
が
で
き
る
図
書
館
資
料
の
点
数
（
利
用
者
一
人

が
全
て
の
館
を
通
じ
て
同
時
に
貸
出
し
を
受
け
、
又
は
貸
出
し
の
予
約
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
図
書
館
資
料
の
合
計
を
い
う
。
）
は
、
原
則
と
し
て
、
次
の
表
の
と
お
り

と
す
る
。

 

【
別
記

2
 
参
照
】

 
【
別
記

2
 
参
照
】

 

２
 
区
民
登
録
を
受
け
た
者
は
、
館
に
所
蔵
し
て
い
な
い
図
書
館
資
料
（
電
子
資
料

を
除
く
。
）
を
予
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

２
 
区
民
登
録
を
受
け
た
者
は
、
館
に
所
蔵
し
て
い
な
い
図
書
館
資
料
を
予
約
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

 

３
 
館
が
新
た
に
図
書
館
資
料
（
電
子
資
料
を
除
く
。
）
を
受
け
入
れ
た
日
か
ら
一

３
 
館
が
新
た
に
図
書
館
資
料
を
受
け
入
れ
た
日
か
ら
一
月
後
の
応
当
す
る
日
（
そ
の
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月
後
の
応
当
す
る
日
（
そ
の
日
に
応
当
す
る
日
が
な
い
月
に
お
い
て
は
、
そ
の
月

の
翌
月
の
初
日
）
前
に
、
当
該
資
料
の
貸
出
し
の
予
約
が
で
き
る
者
は
、
区
民
登

録
を
受
け
た
者
に
限
る
。

 

日
に
応
当
す
る
日
が
な
い
月
に
お
い
て
は
、
そ
の
月
の
翌
月
の
初
日
）
前
に
、
当
該

資
料
の
貸
出
し
の
予
約
が
で
き
る
者
は
、
区
民
登
録
を
受
け
た
者
に
限
る
。

 

４
 
図
書
館
資
料
の
貸
出
期
間
は
、
十
五
日
以
内
と
す
る
。

 
４

 
図
書
館
資
料
の
貸
出
期
間
は
、
十
五
日
以
内
と
す
る
。

 

第
十
条
（
略
）

 
第
十
条
（
略
）

 

（
未
返
還
者
に
対
す
る
処
置
）

 
（
未
返
還
者
に
対
す
る
処
置
）

 

第
十
一
条

 
館
長
は
、
利
用
者
が
図
書
館
資
料
（
電
子
資
料
を
除
く
。
）
の
返
還
を

怠
り
、
又
は
督
促
し
て
も
返
還
し
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
も
の
に
対
し
図
書
館
資

料
の
利
用
を
制
限
し
、
又
は
禁
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

第
十
一
条

 
館
長
は
、
利
用
者
が
図
書
館
資
料
の
返
還
を
怠
り
、
又
は
督
促
し
て
も
返

還
し
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
も
の
に
対
し
図
書
館
資
料
の
利
用
を
制
限
し
、
又
は
禁

ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

（
督
促
）

 
（
督
促
）

 

第
十
二
条

 
館
長
は
、
図
書
館
資
料
（
電
子
資
料
を
除
く
。
）
の
館
外
貸
出
し
を
受

け
た
も
の
が
貸
出
期
間
内
に
返
還
し
な
い
と
き
は
、
返
還
さ
れ
る
ま
で
督
促
し
、

そ
の
資
料
の
回
収
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

第
十
二
条

 
館
長
は
、
図
書
館
資
料
の
館
外
貸
出
し
を
受
け
た
も
の
が
貸
出
期
間
内
に

返
還
し
な
い
と
き
は
、
返
還
さ
れ
る
ま
で
督
促
し
、
そ
の
資
料
の
回
収
に
努
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

 

第
十
三
条
～
第
十
五
条
（
略
）

 
第
十
三
条
～
第
十
五
条
（
略
）

 

付
 
則
（
略
）

 
付

 
則
（
略
）

 

付
 
則
（
令
和
二
年
十
一
月
十
日
文
教
委
規
則
第
十
四
号
）

 
（
新
設
）

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
一
月
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

 
 

  別
記
省
略
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